
12

 宇治橋断碑をめぐって／2024.7.27／藤田隆一

宇
治
橋
断
碑
を
め
ぐ
っ
て

■
復
元
さ
れ
た
石
碑

■
原
文

浼
浼
横
流　

其
疾
如
箭　

修
修
征
人　

停
騎
成
市

欲
赴
重
深　

人
馬
汒
命　

従
古
至
今　

莫
知
航
葦

世
有
釋
子　

名
曰
道
登　

出
自
山
尻　

恵
満
之
家

大
化
二
年　

丙
午
之
歳　

構
立
此
橋　

濟
度
人
畜

即
因
微
善　

爰
發
大
願　

結
因
此
橋　

成
果
彼
岸

法
界
衆
生　

普
同
此
願　

夢
裏
空
中　

導
其
苦
縁

■
読
み
下
し

浼べ
ん
べ
ん浼
た
る
横わ
う
り
う流　

其そ

の
疾は
や

き
こ
と
箭や

の
如
し

修し
ゅ
う
し
ゅ
う

修
と
し
て
征ゆ

く
人　

騎き

を
停と

め
て
市い
ち

を
成
す

重じ
ゅ
う
し
ん
深
に
赴
お
も
む
か
ん
と
欲
し
て
は　

人
馬
命い
の
ちを

汒な

く
す

古い
に
し
へよ
り
今
に
至
る
ま
で　

航か
う

葦ゐ

を
知
る
も
の
は
莫な

し

世
に
釋し

ゃ
く
し子

有あ

り　

名
づ
け
て
道だ
う
と
う登

と
曰い

ふ

山
尻
の
恵ゑ

ま
ん満
の
家
よ
り
出い

で
て

大
化
二
年
の　

丙
午
の
歳
に

此
の
橋
を
構か

ま

へ
立
て　

人
畜
を
し
て
濟さ
い
ど度

せ
し
め
た
り

即
ち
微み

ぜ
ん善
に
因
り
て　

爰こ
こ

に
大
願
を
發お
こ

し
た
り

因
を
此
の
橋
に
結
び
て　

果く
ゎ

を
彼か

の
岸き
し

に
成
さ
し
め
ん
と

法ほ
ふ
か
い界
の
衆
生
を　

普
あ
ま
ね
く
此
の
願
ひ
に
同
じ
う
し
て

夢む

り裏
空く
う
ち
ゅ
う

中
に　

其そ

の
苦
縁
を
導
か
ん
と

■
語
釈

浼
＝
水
の
平

た
い
ら

か
に
流
れ
る
様
子
。

『
詩
経
』
邶は

い
ふ
う風
の
新
臺
に「
河
水
浼べ

ん
べ
ん浼
」
と
あ
る
。

修し
ゅ
う
し
ゅ
う修
＝
脩
脩
に
同
じ
。
整
っ
て
い
る
さ
ま
。
又
、流
れ
る
様
子
。

「
條
條
」
と
す
る
写
本
も
あ
り
。

征
＝
行
に
同
じ
。		



汒
＝
芒
に
通
ず
、
亡
に
通
ず
。

航か
う

葦ゐ

＝
葦ゐ

航か
う

＝
小
舟
で
渡
る
。	

釋し
ゃ
く
し子

＝
僧
侶
、
仏
徒
。

道だ
う
と
う登

＝
『
日
本
書
紀
』
孝
徳
天
皇
紀
に
二
回
登
場
す
る
僧
侶
。『
日
本

霊
異
記
』
第
十
二
に
よ
れ
ば「
高こ

ま麗
の
学
が
く
し
ょ
う生
道だ
う
と
う登
は
元
興
寺
の

沙
門
な
り
き
」
と
あ
る
。『
今
昔
物
語
』
第
三
十
一
に
は「
宇

治
の
橋
を
ば
此
の
道だ

う
と
う登

が
造
り
始
め
た
る
也
」
と
あ
る
。

山
尻
＝
や
ま
し
ろ
、
山
背
か
。

夢む

り裏
空く
う
ち
ゅ
う
中
に
＝
当
人
が
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
う
ち
に

■
宇
治
橋
断
碑
と
は

京
都
府
宇
治
市
の
放

ほ
う
じ
ょ
う
い
ん

生
院
に
あ
る
石
碑
。
江
戸
寛
政
三
年
に
発
見

さ
れ
た
時
に
は
頭
部
二
十
七
文
字
の
み
が
残
る「
断
碑
」
で
あ
っ

た
。
現
在
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
復
元
し
た
も
の
。『
帝
王
編
年
記
』

大
化
二
年
条
に
碑
文
の
全
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在「
現
存
す

る
日
本
最
古
の
石
碑
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
大
化
二
年（
＝「
橋

を
築
い
た
」
年
次
）
の
銘
に
よ
る
も
の
。「
碑
が
建
て
ら
れ
た
」

の
は
こ
れ
よ
り
相
当
時
代
が
降
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
注
意

が
必
要
だ
。
な
お『
扶
桑
略
記
』
第
四
の
大
化
二
年
の
条
に
は「
件

く
だ
ん

の
橋
の
北
岸
の
石
に
銘め
い

じ
て
曰い

ふ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
文
献
が

書
か
れ
た
時
に
は
石
碑
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
だ
。『
扶
桑
略
記
』

で
は
堀
河
天
皇（
在
位
１
０
８
７
～
１
１
０
７
年
）を「
今
上
天
皇
」

と
記
す
。

■
宇
治
橋
に
つ
い
て

『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
八
・
天
武
天
皇
元
年
五
月
に「
菟う

ぢ
の
は
し
も
り

道
守
橋
者

に
命
じ
て
、
皇こ

う
た
い
て
い
み
や

大
弟
宮
舍と
ね
り人
の
私し
り
ょ
う粮
を
運
ぶ
事こ
と

を
遮
さ
い
ぎ
ら
し
む
。」

と
あ
る
。
つ
ま
り
西
暦
６
７
２
年
に
は
既
に
宇う

ぢ
ば
し

治
橋
は
存
在
し
て

い
た
ら
し
い
。

『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』『
太
平
記
』
な
ど
に
も
再
三
登
場
す

る
著
名
な
橋
だ
が
、
洪
水
や
戦
乱
に
よ
る
流
出
と
再
築
を
繰
り
返

し
た
よ
う
で
、
戦
記
物
に
は「
宇
治
橋
を
引、

、く
」
と
い
う
表
現
が

よ
く
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
橋
板
を
引
き
落
と
し
て
敵
軍
の
渡と

か河

を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
多
々
あ
っ
た
ら
し
い
。

江
戸
時
代
に
は
軍
事
上
の
理
由
か
ら
、
幕
府
が
修
理
な
い
し
造ぞ

う
た
い替

を
担
当
す
る「
公こ

う
ぎ儀
橋
」に
指
定
さ
れ
、東
詰
に
あ
る
通つ
う
え
ん円
茶ち
ゃ
や屋（
現

在
も
存
在
す
る
）
が
橋は

し
も
り守
を
務
め
た
と
い
う
。

『
続
日
本
紀
』
巻
一
・
文
武
四
年
三
月
よ
り

三
月
己
未
、
道
照
和わ

じ
ょ
う尚

物ぶ
っ
か化

す
。
天
皇
は
甚
は
な
は

だ
之こ
れ

を
悼と
う
せ
き惜

し
、
使
つ
か
ひ

を
遣
つ
か
は
し
て
即
ち
之こ
れ

を
弔ち
ょ
う
ふ賻
せ
し
む
。
…（
中
略
）
…
後
に
天
下
を

周
遊
し
、
路ろ

ば
う傍
に
井ゐ

を
穿う
が

ち
、
諸し
ょ
し
ん津
・
濟せ
い
し
ょ處
に
舩ふ
ね

を
儲ま
う

け
橋
を
造

り
ぬ
。
乃

す
な
は

ち
山や
ま
し
ろ背

國
の
宇う

ぢ治
橋
は
和わ
じ
ょ
う尚

の
創
造
せ
し
も
の
な
り
。

延
暦
16
年
＝

797年

青
字
は
誤
写
な
ど
要
検
討
部
分
、
太
字
・
レ
イ
ア

ウ
ト
・
読
み
下
し
等
は
藤
田
隆
一
に
よ
る
も
の
。
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■
語
釈

物ぶ
っ
か化

＝
死
去
。

悼と
う
せ
き惜
＝
死
を
悼い
た

む
。

弔ち
ょ
う
ふ賻

＝
死
者
を
弔
と
む
ら

う
た
め
に
贈
る
金
品
。

諸し
ょ
し
ん津
濟せ
い
し
ょ處
＝
湊み
な
とや
渡
し
場
。

『
日
本
霊り

ょ
う
い
き

異
記
』
よ
り

「
人
畜
に
履ふ

ま
れ
し
所
の
髑ど
く
ろ髏

の
救
ひ
収を
さ

め
ら
れ
、
霊
を
示
し
表
あ
ら
は

し
て
現げ
ん

に
報む
く

い
し
縁
え
に
し

第
十
二
」

髙こ

ま麗
の
學
が
く
し
ょ
う生
道だ
う
と
う登
は
元
興
寺
の
沙し
ゃ
も
ん門
な
り
き
。
山や
ま
し
ろ背
の
惠ゑ

ま満
の
家

よ
り
出い

づ
。
往い

ぬ
る
大
化
二
年
の
丙
午
に
宇
治
橋
を
營
い
と
な
ま
ん
と
す

る
時
、
髑ど

く
ろ髏
奈
良
の
山さ
ん
け
い渓
に
在あ

り
、
人
畜
の
履ふ

む
所
と
な
れ
り
。

法
師
は
之こ

れ

を
悲
し
み
、
従
者
の
萬ま

ろ侶
を
し
て
木
の
上
に
置
か
し
め

き
。
…（
以
下
略
）

弘
仁
年
間
＝

810～
824年頃

■
語
釈

日
本
霊
異
記
＝

日
本
最
古
の
説
話
集
で
弘
仁
年
間（
８
１
０
～
８
２
４
年
）
の

成
立
と
み
ら
れ
、
著
者
は
薬
師
寺
の
僧
・
景け

い
か
い戒

と
さ
れ
る
。
最

古
の
写
本
は
興
福
寺
本（
延
喜
四
年
＝
９
０
４
年
）。

『
扶
桑
略
記
』
第
四
巻
・
大
化
二
年
よ
り

大
化
二
年
丙
午
に
始
め
て
宇
治
橋
を
造
れ
り
。
件

く
だ
ん
の
橋
の
北
岸
の

石
の
銘
に
曰い

は

く
、

世よ

に
釋し
ゃ
く
し子

有あ

り
、
名
づ
け
て
道
登
と
曰
ふ
。
山や
ま
し
ろ尻

惠ゑ

満ま
ん

の
家

よ
り
出い

づ
。
大
化
二
年
丙
午
の
歳
に
此
の
橋
を
搆か
ま

へ
立
て
て

人じ
ん
ち
く畜

を
濟さ
い
ど度

せ
し
め
た
り
、

と
。
件

く
だ
ん
の
道
登
と
は
本も
と
こ
れ是
高
麗
の
學
が
く
し
ょ
う生
、
元
興
寺
の
沙
門
な
り
。

宇
治
橋
を
營

い
と
な
ま
む
と
し
て
往
来
の
時
に
髑ど
く
ろ髏
、
奈
良
の
山
路
に
在あ

り
。
又
人
畜
の
履ふ

む
所
と
爲な

れ
り
。
法
師
は
之こ
れ

を
悲
し
み
て
、
遂

に
從
者
の
萬ま

ろ侶
を
し
て
之こ
れ

を
木
の
上
に
置
か
し
め
た
り
。
…（
中

略
）
…
國
史
に
は
云い

は

く
、山や
ま
し
ろ背

國
の
宇
治
橋
は
道
照
の
創
造
な
り
、

と
。

■
語
釈

寛
治
８
年
頃
＝

1094年頃

扶
桑
略
記
＝
歴
史
書
。
皇こ
う
え
ん円（

１
０
７
４
～
１
１
６
９
年
）
の
撰
。

釋し
ゃ
く
し子
＝
釋
迦
の
弟
子
。
出
家
し
た
僧
侶
の
こ
と
。

『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
よ
り

「
髑ど

く
ろ髏
の
高こ
う
ら
い
そ
う

麗
僧
道
登
に
恩
を
報
ず
る
こ
と
第
三
十
一
」

今
は
昔
、
高か

う
ら
い麗
よ
り
此こ

の
朝て
う

に
渡
け
る
僧
有あ
り

け
り
。
名
を
ば
道だ
う
と
う登

と
云い

ふ
。
元
興
寺
に
ぞ
住
し
け
る
。
功く
ど
く徳
の
為た
め

に
、
始
め
て
宇
治

の
橋
を
造
り
渡
さ
む
と
思
ふ
心
有あ

り

て
、
営
い
と
な
みけ

る
間
に
…（
以
下
略
）

■
語
釈

今
昔
物
語
集
＝

平
安
後
期
の
説
話
集
。
三
十
一
巻
。
保
安
元
年（
１
１
２
０
年
）

頃
の
成
立
。
作
者
及
び
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
未
詳
。
な
お
、

「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
一
の
第
四
話
に
は
道
照
の
説
話
も
存
在

す
る
が
、
宇
治
橋
の
件
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

『
水
鏡
』
中
巻
・
第
卅
八
よ
り

大
化
二
年
に
道
登
と
い
ひ
し
も
の
ゝ
宇
治
橋
へ
わ
た
し
は
じ
め
た

り
し
也
。
此こ

の
と
き時
に
元げ
ん
ご
う
じ

興
寺
に
智ち
く
わ
う光
・
頼
ら
い
く
わ
う光
と
い
ふ
二
人
の
僧
あ
り

保
安
元
年
頃
＝

1120年頃

1195年頃

き
。
…（
以
下
略
）

■
語
釈

水み
づ
か
が
み鏡
＝
鎌
倉
初
期
の
歴
史
物
語
、
三
巻
。

一
説
に
中
山
忠
親
の
著
と
さ
れ
る
。
黒
板
勝
美（『
國
史
体
系

本
』）
の
校
勘
に
よ
れ
ば
同
じ
水
鏡
で
も
、
右
の「
道
登
」
の

部
分
を「
道
證
」「
道
登
」「
道
昭
」
と
異
な
っ
て
伝
え
る
諸
本

が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
記
録
が
混
乱
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
。

日本霊異記（興福寺本）より

『水鏡』中巻より
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『
帝
王
編
年
記
』
よ
り

（
前
略
）
…
始
め
て
左
右
大
臣
を
置
く
。
凡お
よ

そ
天
下
を
平
た
い
ら

げ
し
は

鎌か
ま
こ子
連む
ら
じの
功
に
非あ
ら

ざ
る
は
莫な

し
。
仍
す
は
な
ち
鎌
子
に
大だ
い
き
ん
か
ん

錦
冠
を
授
け
、

内
大
臣
と
為な

す
。
二
年
丙
午
に
元
興
寺
の
道
登
・
道
昭
は
勅
を
奉

じ
て
、
始
め
て
宇
治
川
橋
を
造
れ
り
。
石
の
上
に
銘め

い

す
ら
く
、

浼
々
横
流　
　

其
疾
如
箭　
　

脩
々
征
人

停
騎
成
市　
　

欲
赴
重
深　
　

人
馬
忘
𠇭

従
古
至
今　
　

莫
知
般
竿　
　

世
有
釈
子

名
曰
道
登　
　

出
自
山
尻　
　

惠
満
之
家

大
化
二
年　
　

丙
午
之
歳　
　

搆
立
此
橋

済
度
人
畜　
　

即
囙
嶶
善　
　

爰
発
大
願

結
囙
此
橋　
　

成
果
彼
岸　
　

法
界
衆
生

普
同
此
願　
　

夢
裏
空
中　
　

導
其
苦
縁

と
。
同
年
に
畿
内
の
境
を
定
む
。
東
は
…（
以
下
略
）

■
語
釈

帝
王
編
年
記
＝
歴
代
編
年
集
成
、
と
も
。

編
年
体
の
歴
史
書
。
永え

い
ゆ
う祐（

南
北
朝
時
代
の
人
）
の
編
。
後
光

厳
天
皇
代（
在
位
１
３
５
２
～
１
３
７
１
年
）
の
成
立
と
さ
れ

る
。
帝
王
編
年
集
成
、
歴
代
編
年
記
、
扶
桑
編
年
録
な
ど
、
写

1370年頃

本
に
よ
っ
て
異
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
注
意
が
必
要

だ
。

『帝王編年記』巻27より

百も
も
い井
塘と
う
う雨（『
笈き
ゅ
う
あ
い
ず
い
ひ
つ

埃
随
筆
』）
の
解
説

近
き
こ
ろ
宝
暦
年
中
の
洪
水
に
宇
治
橋
も
お
ち
…（
中
略
）
…
…

橋
寺
に
は
宇
治
橋
の
碑
有あ

り
。
是こ
れ

は
中ち
ゅ
う
こ古

、橋は
し
づ
め詰

に
石
垣
も
つ
み
、

こ
と
し
を
水す

い
ら
い來
涸み
づ
が
れ水
の
節せ
つ

に
見み
い
だ出
し
て
橋
寺
へ
引
上
げ
、
三
分
の

一
ほ
ど
折を

り

た
り
し
を
、
古
旨
よ
り
見
出
し
龍
り
ゅ
う
そ
う草
履り

が
補
お
ぎ
な
ひ
、
通つ
う

圓ゑ
ん

茶ち
ゃ
や屋

に
額が
く

に
し
て
古
書
の
文ふ
み

粹す
い

に
群ぐ
ん
さ
い載

あ
り
。

■
語
釈

笈き
ゅ
う
あ
い
ず
い
ひ
つ

埃
随
筆
＝

京
都
の
豪
商
・
萬よ

ろ
ず
や屋
の
次
男
、
百も
も
い井
塘と
う
う雨（
？
～
１
７
９
２
年
）

の
随
筆
。
全
国
を
旅
し
た
体
験
・
伝
聞
な
ど
を
記
し
た
も
の
。

未
完
成
、
遺
稿
十
二
巻
。
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
は
第
十
巻

の「
宇
治
川
」
の
ト
ピ
ッ
ク
中
に
あ
る
も
の
。

橋は
し
で
ら寺
＝
宇
治
橋
の
東
側
に
あ
る
橋
寺
放ほ
う
じ
ょ
う
い
ん

生
院
の
こ
と
。

橋は
し
づ
め詰
＝
橋
の
き
わ
、
橋
の
途
切
れ
て
い
る
場
所
。

龍り
ゅ
う
そ
う草
履り

＝
龍り
ゅ
う
そ
う
ろ

草
廬
の
誤
写
か
。

龍り
ゅ
う
そ
う
ろ

草
廬（
１
７
１
４
～
１
７
９
２
年
）
は
江
戸
中
期
の
儒
者
、

漢
詩
人
。
山
城
国
伏
見
の
人
。

通つ
う

圓ゑ
ん

茶ち
ゃ
や屋
＝
現
在
で
も
存
在
す
る
茶
屋
。
創
業
は
平
安
末
期
。

文ふ
み

粹す
い

に
群ぐ
ん
さ
い載
あ
り
＝
達
筆
な
文
面
を
多
く
飾
っ
て
い
る
と
い
う
こ

1791年頃

と
か
。

屋や
し
ろ代
弘ひ
ろ
か
た賢（『
道
の
幸
』）
の
日
記
よ
り

（
※
寛
政
四
年
十
一
月
十
八
日
の
記
事
）

十
八
日
朝
雨
ふ
り
て
、辰た

つ

の
半
ば
よ
り
晴は

る
。平
等
院
の
…（
中
略
）

…
夜
に
入
て
川
を
わ
た
り
通つ

う
ゑ
ん円
が
茶ぢ
ゃ
や屋
に
立た
ち

よ
り
、
か
の
像
な
ど

み
て
、
橋は

し
で
ら寺
へ
行
き
碑
を
透す

か
う
つ
す
。
幅は
ば

壱
尺
ば
か
り
、
長
な
が
さ

壱

尺
伍
寸
餘あ

ま
り
あ有
り
、
打う
ち

わ
り
た
る
鑿の
み

跡あ
と

有あ

り
。
い
か
な
れ
ば
か
ゝ
る

に
や
と
い
ぶ
か
れ
ば
、
近
き
比こ

ろ

礎
石
に
文
字
有あ

る
を
見
つ
け
、
ほ

り
出

い
だ
し
つ
ゝ
よ
く
見
れ
ば
宇
治
橋
の
碑
な
り
と
て
、
か
く
て
有あ

る
也

と
い
ふ
。
文
字
は
四
字
づ
ゝ
つ
ゞ
き
て
二
段
三
行
あ
り
。
三
段
の

初
め
一
字
づ
ゝ
見
ゆ
。
其そ

の
文
は
、

浼
浼
横
流　
　

其
疾
如
箭　
　

脩
…

世
有
釋
子　
　

名
曰
道
登　
　

出
…

即
因
微
善　
　

爰
登
大
願　
　

結
…

以
上
、
廿
七
字
あ
り
。
全
文
は
帝
王
編
年
記
に
見
へ
た
り
。
然し

か

れ

ど
も
、
扶ふ

そ
う桑
畧り
ゃ
っ
き記
に
は
道
登
を
道
昭
と
書
き
た
り
。
水
み
づ
か
が
み鏡
に
は
宇

治
橋
は
道
登
造
れ
り
と
い
ひ
、
編
年
記
に
は
元
興
寺
道
登
道
昭
奉

勅
造
と
い
へ
り
。

し
か
る
を
日
本
紀
に
記
さ
れ
ず
。
続
日
本
紀
の
道
昭
が
傳で

ん

に
此こ

の

寛
政
四
年
＝

1792年
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橋
を
造
る
と
し
る
さ
れ
て
、
道
登
が
事
は
さ
ら
に
聞き
こ

え
ざ
れ
ば
、

元げ
ん
こ
う亨
釋し
ゃ
く
し
ょ
書
・
本
朝
高こ
う
そ
う
で
ん

僧
傳
等
の
書し
ょ

も
も
の
せ
ず
。
い
と
い
ぶ
か
し

き
を
、
此
の
石
文
の
折お

れ

な
が
ら
も
か
く
つ
た
は
り
て
、
道
登
と
い

へ
る
名
の
あ
ざ
や
か
に
残
り
た
る
ぞ
、
其そ

の
功
も
朽く
ち

せ
で
い
と
め

で
た
し
。

さ
て
も
編
年
記
に
奉
勅
と
し
る
せ
し
ぞ
、
心
得
が
た
き
。
法
師
に

仰お
ほ
せて
橋
造
ら
せ
ら
れ
し
も
い
と
ふ
し
ぎ
に
、
又
此
の
二
人
奉
勅
に

て
造
り
し
な
ら
ば
日
本
紀
に
も
記し

る

さ
る
べ
く
、
又
石い
し
ぶ
み文
に
も
か
ゝ

で
や
は
や
む
べ
き
。
抑そ

も
そ
も々

わ
た
く
し
の
勧
く
わ
ん
じ
ん進
に
て
造
り
た
る
に
や

あ
ら
ん
。

又
道
昭
・
道
登
は
同

お
な
じ
ひ
と人
に
や
と
い
ふ
人
も
あ
れ
ど
、
道
登
が
次
句

は
出
山
尻
惠
満
之
家
と
見
へ
た
れ
ば
、
道
昭
と
は
を
の
づ
か
ら
別

人
に
て
有あ

り

け
り
。
道
昭
が
年
を
か
ぞ
へ
み
れ
ば
、
此
の
橋
造
り
し

大
化
二
年
は
わ
づ
か
に
十
七
歳
に
ぞ
成な

り

ぬ
る
。

か
た
〴
〵
道
登
は
棟

と
う
り
ゃ
う梁
に
て
、
道
昭
は
力
を
あ
は
せ
し
も
の
な
ら

ん
が
秘
蔵
の
事
な
る
べ
し
。
戌い

ぬ

の
を
わ
り
に
宿
に
か
へ
る
。

■
語
釈

道
の
幸

さ
い
わ
い

＝
江
戸
幕
府
の
祐
筆
で
あ
っ
た
屋や
し
ろ代
弘ひ
ろ
か
た賢（
１
７
５
８
～

１
８
４
１
年
）
が
公
務
で
京
都
・
大
和
の
寺
社
を
訪
問
し
て
記

録
し
た
日
記
。
こ
こ
に
掲
載
し
た
の
は
宇
治
橋
断
碑
を
実
見

し
た
際
の
記
事
。

辰た
つ

の
半
ば
＝
午
前
八
時
ご
ろ
。

石い
し
ぶ
み文

に
も
か
ゝ
で
や
は
や
む
べ
き
＝
反
語
の
表
現
。

石
碑
に
記
述
し
な
い
で
済
む
だ
ろ
う
か
、
い
や
記し

る

す
は
ず
だ
。

戌い
ぬ

の
を
わ
り
＝
午
後
九
時
ご
ろ
。

兎う
じ
ば
し

道
橋
断
碑
の
背
面

兎う
ぢ
ば
し

道
橋
の
碑
は
毀き
は
い廃
し
て
埋ま
い
ぼ
つ没
せ
り
。
知
ら
ず
其そ

の
幾い
く

百
歳
な
る

か
を
。
寛
政
辛
亥
の
夏
四
月
、
一い

っ
ぷ夫

偶た
ま
た
ま々

放
生
院
の
藩は
ん
り籬

の
側そ
ば

を

穿う
が

ち
し
に
、
断だ
ん
ぴ碑

二
尺
許ば
か
りを

獲え

た
り
。
之こ
れ

を
験
し
ら
ぶ

れ
ば
則
す
な
は

ち
舊き
ゅ
う
ひ碑

の

一ひ
と

つ
な
り
。

尾
張
の
小
林
亮
適
・
内
田
宣
經
・
小
川
雅
宜
・
古
田
重
英
・
釋
亮
恵

は
乞こ

ひ
て
之こ
れ

を
得え

、
意
こ
こ
ろ
に
之こ
れ

を
復
さ
ん
と
欲
せ
り
。
而し
か

る
に
碑
面

の
文
字
は
極
め
て
醇じ

ゅ
ん
こ古
、
今こ
ん
じ
ん人
の
能よ

く
補
す
る
所
に
は
非あ
ら

ず
。
止や

む
を
得
ず
古
き
法
ほ
う
じ
ょ
う帖
中
に
就よ

り
て
掇
て
つ
じ
ゅ
う拾
布ふ
れ
つ列
し
、舊
き
ゅ
う
ぶ
ん文
を
再さ
い
ぜ
ん全
す
。

既
に
貞て

い
せ
き石
を
求
め
、
表
し
て
之こ
れ

を
樹う

う
。
仍よ
っ

て
其そ

の
文
を
勒ろ
く

し
、

以も
っ

て
登
法
師
の
功く
ど
く德
を
千せ
ん
ざ
い載
の
後
に
顯
あ
ら
は
せ
り
。
茲こ
こ

に
因
縁
を
結
び

且か

つ
大た
い
ひ庇
し
て
、
永
世
に
忘
れ
ざ
ら
し
め
た
り
。

寛
政
癸
丑
の
秋
九
月
に
碑
は
成
れ
り
。
因よ

っ

て
其そ

の
事
を
係か
か

げ
以も
っ

て

不
朽
を
示
す
な
り
。

寛
政
五
年
＝

1793年

中な
か
む
ら邨

維
禎
の
撰

小
林
亮
適
の
書
幷な

ら

び
に
督と
く
こ
う工

■
語
釈

寛
政
辛
亥
＝
寛
政
三
年
＝
１
７
９
１
年
。

藩は
ん
り籬
＝
垣
、
か
こ
い
。

小
林
亮
適
＝
小
林
香こ

う
せ
つ雪（
１
７
５
５
～
１
８
２
０
年
）。美
濃
の
人
。

名
は
文
和
、字
は
亮
適
、号
を
香
雪
と
称
す
。
尾
張
藩
の
奥
医
師
。

書
画
を
善
く
し
た
文
人
儒
医
。
寛
政
三
年
四
月
に
宇
治
放
生
院

の
兎う

じ
ば
し

道
橋
断
碑
を
見
出
し
、
内
田
蘭
渚
・
小
川
雅
宣
・
吉
田
重
英
・

僧
亮
恵
等
と
共
に
こ
れ
を
修
理
・
復
元
し
た
。

醇じ
ゅ
ん
こ古

＝
正
し
く
古
風
な
、
混
じ
り
気
が
な
く
古
い
。

今こ
ん
じ
ん人

＝
現
代
の
人
。

法ほ
う
じ
ょ
う帖
＝
古
い
真
跡
・
模
写
・
拓
本
等
を
折
り
本
に
し
た
も
の
。

掇て
つ
じ
ゅ
う拾
＝
ひ
ろ
い
あ
つ
め
る
。

布ふ
れ
つ列

＝
並
べ
る
。

再さ
い
ぜ
ん全

＝
復
元
す
る
。

宇治橋碑の裏面（拓本）

貞て
い
せ
き石

＝
堅
固
な
る
石
、
美
し
い
碑
石
。

勒ろ
く

し
＝
刻き
ざ

む
に
同
じ
。

大た
い
ひ庇
＝
大
い
に
お
お
う
、
か
ば
う
。

寛
政
癸
丑
＝
寛
政
五
年
＝
１
７
９
３
年
。

督と
く
こ
う工

＝
工
事
を
監
督
す
る
。

放
生
院
住
職
の
解
説
よ
り

傾け
い
し
ゃ者

放
生
院
住
職
岩
城
元
隨
、
斷
碑
の
由
緒
を
説
て
曰
く
、

夫そ

れ
大
化
二
年
は
道
昭
十
八
歳
の
時
な
り
。
さ
れ
ば
恰
あ
た
か
も
辨べ
ん
ど
う道

修
學
の
年
齡
に
當あ

た

り
、
濟さ
い
せ
い世
利り
み
ん民
の
實
行
に
從
事
す
る
閑か
ん
か暇
な

か
る
べ
き
は
勿む

ろ
ん論
、
殊こ
と

に
本
朝
高
僧
傳
に
就よ
り

て
師
が
事
蹟
並
な
ら
び

に
該が
い
き
ょ
う橋
を
修
繕
せ
し
年
代
を
推
考
す
る
に
、
師
は
白
雉
四
年

に
入に

っ
と
う唐
し
、
歸き
ち
ょ
う朝
の
後
元が
ん
ご
う
じ

興
寺
に
住
し
、
専
ら
法
相
の
宗
風

を
宣せ

ん
よ
う揚

し
、
壮
歳
に
及
び
諸
州
に
遊
歴
し
て
義ぎ
せ
い井

を
穿う
が

ち
道

路
を
開
き
、
渡
船
を
作
り
橋

き
ょ
う
り
ょ
う
梁
を
架か

し
、
普
あ
ま
ね
く
利り
さ
い濟
す
る
こ

と
十
載さ

い
か
ん間
と
あ
り（
元
げ
ん
こ
う
し
ゃ
く
し
ょ

亨
釋
書
、
仝
こ
れ
に
お
な
じ
之
）。

さ
れ
ば
道
昭
の
宇
治
橋
を
造
修
せ
し
は
盖け

だ

し
其そ
の
こ
ろ頃
な
ら
ん
。
何

と
な
れ
ば
道
昭
は
年
七
十
二
に
し
て
文
武
四
年
三
月
に
逝
去

せ
し
人
な
る
を
以
て
、
其
歳
よ
り
推
算
す
れ
ば
修
造
の
年
は

乃
ち
大
化
二
年
よ
り
後
廿
五
年
を
經
て
、
白
鳳
の
頃
に
相
當

明
治
32
年
頃
＝

1899年頃
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す
れ
ば
な
り
。（
中
略
）

坊ぼ
う
か
ん間
の
傳
説
に
依
れ
ば
、
寛
政
年
中
、
小
林
亮
適
外ほ
か

四
名
夫
の

斷
碑
を
得
て
之
を
増
補
せ
ん
と
企
て
し
時
、
古
書
に
就よ

り

て
該

碑
の
舊

き
ゅ
う
ぶ
ん文
を
調
査
す
る
に
當あ
た

り
、
南
都
の
古こ
さ
つ刹
に
於
て
道
昭
筆ひ
っ

蹟せ
き

の
文
章
を
得
て
之
を
見け
ん
え
つ閲
せ
し
に
、
斷
碑
の
書
風
と
其そ
の
じ字

体た
い

同
一
の
筆ひ
っ
せ
き蹟
な
る
の
み
な
ら
じ
、
碑
面
の
文
意
を
察
す
る

に
、
是こ

れ
ま
た亦
釋
字
の
思
想
よ
り
出い

で
ゝ
凡ぼ
ん
よ
う庸
の
類
に
非
あ
ら
ざ
る
を
知

り
、
彼か

れ
こ
れ此
を
對
た
い
し
ょ
う照
す
る
に
從
し
た
が
って
、
彌い
よ
い
よ々

菟う
じ
ば
し

道
橋
の
創
立
は
道
登

な
る
事
を
確
む
る
と
與と

も

に
、
之こ
れ

が
第
二
の
修
營
者
た
る
は
必
ず

道
昭
な
る
べ
し
と
會え

と
く得
し
、
即
ち
此
碑
た
る
や
、
道
昭
が
修

營
の
際
に
於
て
、
創
立
者
道
登
の
偉ゐ

せ
き蹟
地
に
落お
ち

ん
事
を
慮
お
も
ん
ば
かり
、

其そ
の
と
く徳
を
表
彰
し
て
後
代
に
傳つ
た

へ
ん
が
爲た
め

に
、
該が
い
ひ碑
を
設
立
し

て
其
地
に
遺
存
せ
し
も
の
な
り
と
言
は
れ
た
り
と
聞
く
。

と
。

■
語
釈

出
典
＝
こ
の
文
面
は
川
村
文
芽（
あ
や
め
、
ぶ
ん
が
と
も
。
本
名

は
川
村
猪
蔵
。
１
８
６
７
～
１
９
３
０
年
の
存
在
。
京
都
日

出
新
聞
記
者
、
文
人
。
後
年
村
上
姓
と
な
る
。）
が
採
録
し
た

も
の
。
雑
誌『
日
本
人
』
明
治
32
年
９
月
発
行
に
投
稿
し
た
も

の
を
転
載
し
た
。

傾け
い
し
ゃ者
＝
近
頃
。

辨
道
＝
修
行
に
全
力
を
注
ぐ
。

義ぎ
せ
い井

＝
共
同
の
井
戸
。

坊ぼ
う
か
ん間
の
＝
世
間
の
。

南
都
の
古こ

さ
つ刹
＝

川
村
文
芽
の
取
材
に
よ
れ
ば「
南
都
の
古こ

さ
つ刹
」
と
は
、
奈
良
市

の（
猿さ

る
さ
わ
い
け

沢
池
の
南
に
あ
る
）
元
興
寺
の
こ
と
ら
し
い
。
同
住
職
・

郭
部
戒
津
に
聞
い
た
話
と
し
て
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
で「
道
昭

の
筆
蹟
は
素も

と

よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
寺じ
ほ
う寳

を
賣う
り
は
ら拂

」
っ
た
の
で
今

は
一

ひ
と
つ

も
存
す
る
も
の
な
し
、
と
。

釋
字
の
思
想
＝
仏
教
の
思
想
。

断碑の年表

大化2年＝646年に宇治橋を

搆立。ただし、九州年号の大化

2年＝696年。

延暦16年＝797年に文室波

多麿が宇治橋を造る。（日本紀

略）

承和15年＝848年に宇治橋

傾損す。（続日本後紀）

康平6年＝1063年に宇治橋

を造る。（伊呂波字類抄）

建仁の頃（1190～1199年）頽

破（『百練抄』十二）

弘安9年＝1286年に思圓上

人（叡尊）、橋を再興す。（閑窻

自語）

応永20年＝1413年に宇治橋

を造替す。（看聞日記）

宝暦6年＝1756年に宇治橋、

洪水で落ちる。（笈埃随筆）

寛政3年＝1791年に断碑を
発見する。

寛政4年＝1792年に屋代弘

賢が訪問。

寛政5年＝1793年に幕府は

宇治橋を再建す（十三朝紀

聞）。同年に小林亮適等、断碑
を補修する。

道登の年表

高麗学生、元興寺の沙門、入唐

して吉蔵（549～623年）に師

事、三論宗を学ぶ。

大化1年＝645年に十師となる。

大化2年＝646年に宇治橋を搆立。

白雉1年＝652年に白雉の祥瑞

なることを天皇へ上奏する。

白雉2年＝653年、皇祖母尊の

設齋に参加。

道昭の年表

629年、河内に生れる。父は

船恵尺。

653年＝遣唐使となる。（25才）

660年＝帰朝。（32才）禅院を

建立して住む。

680年＝往生院を建立。（52才）

700年に逝去。72歳。

大化２年のライン

【注釈】

「入唐して、吉蔵に師事、三論宗を学

ぶ」との情報は佐久間竜（国史大辞典）

の推定によるもの。これを信用する

と、道登が20才のころに吉蔵に師事し

たと見て、道登の誕生は603年頃と推

測される。大化2年で44才くらいとな

る。

646年

696年
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宇治橋断碑をめぐって／2024.7.27／藤田隆一

※
以
下
は
参
考
附
録

『
和
漢
年
契
』
よ
り

推
古
帝
の
時
、

告
貴
は
十
年
に
終
る
。
按
ず
る
に
一
説
に
推
古
元
年
を
喜
樂
と
為

し
、
二
年
を
端
正
と
為
し
、
三
年
を
始
哭
と
為
す
、
と
。
四
年
よ

り
十
年
に
至
る
を
法
興
と
な
す
。
是こ

の
四
年
号
は
通
計
十
年
に
し

て
終
る
。
告
貴
の
年
数
と
正
し
く
相あ

ひ
ふ
ご
う

符
合
す
。
則
ち
十
年
の
間
は

蓋け
だ

し
告
貴
と
互
い
に
相そ
う
こ
う行

す
る
耳の
み

。
始
哭
は
一
に
始
大
に
作
る
。

（
中
略
）

和
京
は
五
年
に
終
る
。
一
に
和
京
縄
に
作
る
。
按
ず
る
に
倭
京
元

年
は
定
居
元
年
に
し
て
、
定
居
は
七
年
に
終
る
。
倭
京
は
五
年
に

終
れ
ば
則
ち
仁
王
元
年
即
ち
定
居
六
年
と
為
す
。
蓋け

だ

し
是
の
三
年

號
は
亦
互た

が
ひに
相そ
う
こ
う行
す
る
耳の
み

、
と
。

■
語
釈

和わ
か
ん
ね
ん
け
い

漢
年
契
＝
高た
か
や
す安
蘆ろ
お
く屋
の
著
。
年
表
の
類
。
寛
政
九
年
刊
。

『和漢年契』より

『
北
斗
抄
』
一
よ
り

耶
馬
臺
之
事

倭
の
國
に
耶
馬
臺
と
曰も

う

す
な
ん
女
王
國
あ
り
ぬ
。
此
の
國
に
坐ま

せ

る
國こ

く
し
ゅ主
、
三
輪
の
蘇
我
に
阿あ

め

し
毎
氏
、
明
日
香
に
大
伴
氏
、
奈な

こ古
に

巨
勢
氏
、
生
駒
に
物
部
氏
、
葛
城
に
天
皇
氏
、
木
の
國
に
平へ

ぐ
り群
氏

あ
り
て
、
女
王
の
宮
・
攝せ

っ
つ津
に
貢
み
つ
ぎ
す
。
世
に
是
を
畿
内
七
王
と

て
、
筑
紫
・
南
海
道
・
山
陰
・
山
陽
・
東
海
道
・
北
陸
・
近
畿
に

治ち
せ
い
け
い
じ
ゅ
う

政
冋
住
せ
り
。

倭
國
と
は
是
の
七
王
を
以
て
七
宮
あ
り
。
そ
の
本
宮
を
耶
馬
壹
と

曰
ふ
。
七
王
の
住
め
る
耶
馬
壹い

ち

よ
り
耶
馬
六ろ
く

に
至
る
王
居
を
以
て

耶
馬
臺
亦
は
耶
靡
堆
と
稱
せ
り
。
本
宮
に
女
王
を
以
て
継
ぎ
け
る

も
、
北
陸
な
る
越
王
、
山
陰
な
る
出
雲
王
の
國
併
に
依
り
て
七
王

の
國
治
、
大
い
に
乱
る
。

國こ
っ
き記
に
曰
く
、
凡
そ
倭
を
統と
う
そ
つ卆
せ
る
は
天
皇
氏
を
以
て
為な

す
可
く

と
、
和わ

に珥
氏
・
蘇
我
氏
・
巨
勢
氏
・
平
群
氏
・
葛
城
氏
・
春
日
氏
、

六
氏
に
依
り
て
一
國
一
天
の
萬

ば
ん
じ
ょ
う乘
を
國こ
く
ち治
と
せ
り
。

依
て
外
史
に
曰
ふ
耶
馬
臺
國
と
は
七
王
の
古
稱
に
し
て
、
耶
馬
壹

と
は
位
地
異
な
り
ぬ
。
耶
馬
臺
卽
ち
耶
靡
堆
に
し
て
、
筑
紫
に
耶

馬
臺
在
る
べ
く
も
な
く
、
筑
紫
は
耶
馬
壹
國
な
り
と
記き

じ
ゅ
つ逑
あ
り
け

る
な
り
。

天
明
二
年
五
月
一
日　
　
　

相
馬
賴
重

■
語
釈

阿
毎
氏
＝
大
陸
か
ら
満
達
・
朝
鮮
を
経
て
越
州
へ
移
動
し
た
民
族

の
族
長
。
彼
等
は
、
白
山
・
三
輪
山
を
信
仰
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
移
動
し
て
、
耶や

ま

と
靡
堆
三み
わ
や
ま

輪
山
蘇
我
郷
を
王
居
と
し
た

と
さ
れ
る
。

治ち
せ
い
け
い
じ
ゅ
う

政
冋
住
＝
遠
く
に
住
ん
で
領
地
を
治
め
る
こ
と
か
。
平
安
時
代

の
遥よ

う
に
ん任

、
江
戸
時
代
の
江
戸
在
府
の
類
か
。

國
記
＝
推
古
天
皇
の
時
、
上
宮
太
子
と
嶋
大
臣
に
よ
り
編
集
さ
れ

た
と
さ
れ
る
史
書
。
全
六
巻
。「
天
皇
記
」
と
と
も
に
作
成
さ

れ
た
。
乙
巳
の
変
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
。

『北斗抄』の「治世冋住」
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東京古田会月例会・第二部 （１）勉強会 （古田武彦氏の初期三部作） 

その二 『失われた九州王朝』（朝日文庫） 参考資料⑧  

２０２４.７.２７ 新保髙之 

第八回目は、第五章 九州王朝の領域と消滅 第二節 を取り上げる。 

【２】 各章の要点を抽出 

以下の要点について、疑問や不明な点がある場合は、その箇所の実際の記述・文章で確認してほしい。 

【５】 第五章 九州王朝の領域と消滅  ※４６７～５６６頁 

第五章は、四つの節（九州王朝の黄昏、二つの金石文、九州年号の領域、結び―三つの真実）からなる。 

今回対象とするのは、第二節〔二つの金石文〕のうち、人物画像鏡に関する部分である。 

【５.２】第二節 二つの金石文 ※５００～５４６頁 

本節の要旨： 隅田八幡宮の「人物画像鏡」に関する通説や問題点を検証し、この鏡は百済武寧王が５０３年

に九州倭王「年」に贈呈されたものと論じている。また、江田船山古墳の大刀銘についての解釈

や説を批判的に検証し、大刀が九州王領に関係するものとしている。 

【５.２A】 人物画像鏡   金石文は、歴史の試金石である。なぜなら高句麗好太王碑の項のはじめにもいった

ように、金石文は歴史の当の時点で記されている、まさに第一史料だ。（「人物画像鏡」冒頭文） 

《従来の学説》 

（１）福山氏の判読： 現在もっとも有力な学説とされる福山敏男の説を見よう。 ①福山の判読「癸未
キ ビ

年八月日

十、大王年、男弟王、在意柴沙加宮時、斯麻、念長寿、遣開中費
カ ワ チ

直穢人、今州利二人等、取白上同

（銅）二百旱、作此竟（鏡）」。 ②福山の読解「この鏡の銘は大王（仁賢天皇？）の御代の癸未年（５０３）

に、ヲホトの王（継体天皇）がオシサカの宮にました時に（恐らくその臣の）シマが河内のアタヒの漢人、今

州利の二人をしてこの鏡を作らしめたことをいってゐると思はれる」。 

③〔古田先生の検証〕 この読解には六つの問題点がある。 ○イ 「日十」：読み方が不正確。○ロ 「音韻」：

「ヲオト」と「ヲホト」とは別音。○ハ文字判読：念長「寿」と読むのは無理。○ニ 「穢人」：アヤヒト（＝漢人）との読

み方は恣意的。○ホ地理的位置：武烈天皇の死の三年前（５０３）の時点において、先代に当る仁賢天皇

（大王）と継体天皇とが、近畿大和の押坂宮に共在とするのは、記紀の国内伝承の無造作な否定。○ヘ

「死者共在」：”５０３年は仁賢天皇の治世だ”と主張するなら、その論証が必要。  

（２）水野－井上説： １）水野：①水野の判読「癸未
 の

年八月、日十大王
じじゅうのおおきみ

、与男弟王意柴沙加宮
を し さ か の み や

、斯麻、念長寿、

遣開中費直、穢人今州利二人等、取白上同二百旱、作此竟」。②水野説の要点：○イ 「日十大王＝允恭

天皇」を基点。○ロ 「癸未年」＝允恭３２年（４４３）。○ハ 「大王年」を大王「与」と見なす。○ニ 「男弟王」は「弟の

王＝大草香皇子」。○ホ 「穢人」は下の「今州利」を修飾。○ヘこれ以外は福山の判読に従う。③〔古田先生

の検証〕水野説の問題点。○イ特定力：「日十大王＝允恭」という特定関係の論証が存在しないこと。○ロ字

形判読：大王「年」を「与」との判読は、字形そのものからして無理。 ２）井上光貞：①水野の「日十＝呪

的王者」説を「付会」とし、従来通り「八月、日は十」の意味としたが、「大王＝允恭」「癸未年＝４４３年」に

賛同。②賛同の理由：○イ倭の五王・済が南朝劉宋に遣使した４４３年に允恭天皇は在位。○ロ允恭の妃・

忍坂之大中姫（『紀』）は「意柴沙加宮」と一致。③〔古田先生の検証〕井上説の問題点：○イ 「済＝允恭」と

する比定は不成立。○ロ允恭天皇の実際の在位年代は４６９～９０年以降。 

《古田先生の論証》 

（１）「寿」ではなく「泰」： １）字形判定「念長寿」：①これは「寿」よりは「奉」に近い。②なお精視すると、これは

「奉」ではなく、「泰」の左文（文字を裏返しに刻んだもの、左右が逆になる）である。③斯麻が相手（大

王・男弟王）の“長く泰
やす

らかなることを念じる”意の吉祥句。 ２）対等の論理：①三氏の説には（身分関係

に関する）共通した盲点がある。②彼らは、「大王＝天皇」、「斯麻＝臣下の豪族または族長」としている。

③この人物画像鏡には、「取」「作」という動詞に対して敬語表現が一切ない。 

（２）両者は対等の位置：①「斯麻」と「大王・男弟王」とは支配と従属の関係になく、基本的に対等。②この鏡中

の「大王・男弟王」が日本列島内の王朝の主であることは疑えない。③「斯麻」は朝鮮半島内の「国王」
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に相当する地位の人物、武寧王である。④この帰結は、斯麻の派遣した二名の使者名から証明しうる。 

（３Ａ）開中費直とは・・・・/（３Ｂ）穢人今州利/（３C）使者の性格： Ａ）開中費直：①欽明紀二年七月項の百済

本記に云う「加不至
か ふ ち

費直」、すなわち「加不至＝開中」という可能性がある。②「加不至費直（河内直）」とい

う人物は、「安羅日本府」の重要人物である（欽明紀二年秋七月・同五年二月条）。③倭国王と百済国王と

の間で重要な役割を果たしている。 Ｂ）穢人今州利：①魏志東夷伝中の濊伝・弁辰伝などの記述から、

「穢人＝穢の人」ととるのが最も直截な理解。②継体紀七年夏六月・同十年秋九月条から、「州利」は、百

済におけるもとは官名でのちに「複姓」に転化したもの、とも考えられよう。③「穢人、今州利」を遣わした

「斯麻＝武寧王」を有力に示唆している。 Ｃ）「使者二名」の内実：①開中費直は安羅日本府の要人、穢

人、今州利は百済国内の官人、という性格の差を持っていることが判明。②開中費直を百済王が遣わすは

ずがないとの反論に対して、種々の用例から、「開中費直＝河内直」と見なすことは、依然、可能である。 

（４A）大王と男弟王/（４B）兄弟王朝： Ａ）大王と男弟王：①「斯麻」が人物画像鏡をもたらした王朝は九州王

朝である。②その理由は、○イ東アジアの情勢（『宋書』倭国伝の倭王武・『百済本記』での磐井及び継体紀

の筑紫君磐井討伐・『隋書』俀国伝、等）、○ロ 「二人の使者」の派遣先に関する『日本書紀』の記述。 

Ｂ）兄弟王朝：①九州王朝とする根拠は、○イ 『三国志』魏志倭人伝、○ロ 『隋書』俀国伝』。②九州年号「兄

弟」。③「斯麻」は相手の王朝の政治形態の実際によく対応した表記をとっている。 

（４C）大王の名/（４D）わたしの論証： Ｃ）大王の名「日十大王年」： ①この部分について、従来、疑惑が多か

った。②「日十」を「十日」の誤刻と見るのが、福山説以前の通説だった。③福山は「年」について、“大王の

年”と解した。④この「年」を「与」と見る水野説。 Ｄ）わたしの論証：①「日十大王」は「ヒト大王」であると思

われる。思想から、「人」をあえて「日十」と表記したのではあるまいか。②「年」は中国風一字名称。五穀が

成熟すること。③「日十大王年」の全形について。百済側の表記により、「和風名称」と「中国風一字名称」

の両者を同時に知ることができた。 

（５）オシサカかイシサカか： ①「意柴沙加宮」は従来、自明のように「オシサカノミヤ」と読まれ「忍坂宮」に当

てられてきた。②「意」が「オ」と読まれている例は、意能碁呂島（神代記）・意富加牟豆美命（同）・意富加羅

国（垂仁紀１６年）。③六世紀末か七世紀初頭成立の『百済本記』内での表記に着目すると、この時期、中

国側では「意＝イ」の音だった。④だから、継体紀七年条に百済本記に云はく「委意斯移麻岐弥」は、「ゐ

いしいまきみ」とする読みが自然なのに、この人名は通常、「やまとのおしやまきみ」と読まれている。⑤「穂

積臣押山」は近畿大和の臣下の人名であり、両者は明らかに別人。⑥人物画像鏡中の「石坂宮」は、「日

十大王年、男弟王」の兄弟執政の中心地、九州王朝の当時の正殿名を指していた。 

（６A）無称号の理由/（６B）天智「称制」の場合/（６C）男弟王の特定力： Ａ）無称号の理由：①「斯麻」が武寧

王だったら「百済王」といった称号を欠くのは不可能。これがこの鏡の「斯麻＝武寧王」説に対する根本の

疑問点。②武烈紀四年（５０２）「是歳、百済の末多王、無道にして百姓に暴虐す。国人遂に除き、而して嶋

王を絶つ。これを武寧王とす」とあり、この年に武寧王が即位したように見える。③『百済新撰』には即位年

次は記されていない。『梁書』には、５０２～５２１年までの約２０年間の状況が示されている。④武寧王とな

った斯麻は、敗戦と再建の間の混迷のただ中にあった。５０３年という時点は、斯麻が武寧王として公然と

統治していた、というような時期ではない。⑤このような時点であるゆえに、斯麻は「百済王」と名乗っていな

いのである。 Ｂ）天智「称制」の場合：①最もよき対照例を『日本書紀』天智紀に見出す「斉明七年（６６１）

七月、斉明天皇は朝倉宮に崩じた」。②時は唐・新羅連合軍との決戦のさ中にあり、皇太子中大兄皇子は

「天皇の位」にはつかなかった。白村江の大敗戦があり、「即位の儀式」どころではなかった。天智の「称制」

期間は、６６１－６８年の七年間続いた。③このような例から、「斯麻」はいわば「称制」に類した期間にあっ

たのであろうと思われる。④「鏡贈与」という行為の背後には、“前門の高句麗と戦うために、まず後門の倭

国と結ぶ”という、深謀遠慮の存したことは察するにかたくないであろう。 Ｃ）男弟王の特定力： ①「日十

大王年」と比べて、「男弟王」という表記は簡単すぎるのではないか、との疑いに関して。②この問題に対す

る絶好の例は、武寧王陵の王妃の墓誌銘「百済王大妃、寿終」。百済王斯麻の「大妃」だから、これで人物

特定性は必要にして十分なのである。③これと同じ表記法を示すのが「男弟王」である。④このように、表

記法上の細部においても、人物画像鏡は武寧王陵墓誌銘と深い同一性を持っている。⑤無称号問題の

論理性：○イ これは「斯麻」を”近畿天皇の配下”とする従来説にとって、致命的な欠陥である。○ロ献上の当

人（斯麻）の上位者も下位者もともに称号を持っているが、斯麻にはそれがない。斯麻は近畿天皇家の臣
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下たる有力豪族ではない。○ハこの鏡を「日本の鏡」と見なしてきたすべての説は成り立ちえない、という論

理性をこの「斯麻」無称号問題は、深く内蔵していた。 

（７）どのようにして伝来したのか： 「神功皇后の将来」という社伝は仮構にすぎぬが、背景に”この鏡は朝鮮

半島から伝来した”という、「真実の伝承」が横たわっている。②『古事記』『日本書紀』ともこの鏡について

記載していないこと自体、「被贈与者」が近畿天皇家内の天皇でなかったことの“沈黙”の証言をなすもの。

③『記紀』成立後のある時期に、九州王朝の地から「贈与」され、もしくは「献上」せしめられて、隅田八幡神

社に入ったのであろう。④「斯麻＝武寧王」説の先蹤
せんしょう

として、乙益重隆の「隅田八幡神社画像鏡銘文の一

解釈」がある。福山説の中に「斯麻＝武寧王」という観点をはめ込んだ形である。 

⑤最後にわたしの判読と書き下し※省略 をあげる。癸未年八月、日十大王年・男弟王、在意柴沙加宮、

時斯麻、念長泰、遣開中費直・穢人今州利二人等、取白上同二百旱、作此竟。⑥論証の要約：○イ銘文中の

「斯麻」は武寧王と認められる。○ロ武寧王の交渉相手の倭王は九州王朝。○ハ銘文冒頭の「日十大王年・男弟王」

はその主権者。○ニ記載様式が「兄弟執政」という特異な政治形態をとった九州王朝とよく一致。○ホ 「癸未年」

は武寧王在世中の５０３年。○ヘこの「人物画像鏡」は九州王朝と百済との交渉を証明する金石文だった。 
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東京古田会月例会・第二部 （２）読書会 （『日本書紀』を読む） 

〔天武天皇紀下⑧〕 ※日本書紀巻第２９ 参考資料 

岩波文庫本『日本書紀』（５） １１０～２３１頁に天武二年～朱鳥元年条を掲載 

２０２４.７.２７ 新保髙之 

第八回となる今回は、天武十四年条（２０６～２１６頁）の記事を読んでいきたい。  

十四年（６８５） 

第一回の参考資料によれば、この年の主要な記事は以下のようである。 

〔１月〕爵位名と階級増の改定、〔３月〕家ごとに仏舎築造・仏像・経を置いての礼拝供養を詔。 

〔５月〕天皇の飛鳥寺行幸・仏礼敬、〔６月〕１１氏に忌寸を賜姓。 

〔７月〕朝服の色制定の勅、美濃伊勢以東の諸国有位者の課役を免除、〔８月〕川原寺に行幸、〔９月〕京と畿

内で人夫の武器を検校、各地に使者を派遣し国司・郡司と人民の状況を巡察、歌男女・笛吹者に子孫

への歌笛伝習を詔、大安殿で王卿らが博戯、天皇不予・大官大寺等で三日間の誦経。 

〔１０月〕軽部足瀬等を信濃に派遣して行宮を造営、泊瀬
は つ せ

王等を畿内の役に任命・伊勢王等が東国に再下、

〔１１月〕周芳総令・筑紫大宰に所蔵の鉄・布類・弓矢類を送付、白錦後苑
しらにしきのみその

に行幸、新羅が政局報告と

朝貢、〔１２月〕筑紫派遣の防人らが海上漂流・衣服を給与。 

〈春条の原文〉 春正月丁未朔戊申【二】、百寮拝朝庭。丁卯【二一】、更改爵位之号。仍増加階級。明位二階、浄位

四階、毎階有大広。并十二階。以前諸王已上之位。正位四階、直位四階、勤位四階、務位四階、追位四階、進

位四階、毎階有大広。并四十八階。以前諸臣之位。是日、草壁皇子尊授浄広壱位。大津皇子授浄大弐位。高市

皇子授浄広弐位。川嶋皇子・忍壁皇子授浄大参位。自此以下諸王諸臣等増加爵位各有差。 二月丁丑朔庚辰

【四】、大唐人・百済人・高麗人、并百四十七人賜爵位。 三月丙午朔己未【十四】、饗金物儒於筑紫。即従筑紫帰

之。仍流著新羅人七口、附物儒還之。辛酉【十六】、京職大夫直大参許勢朝臣辛檀努卒。壬申【二七】、詔、諸国

毎家、作仏舍、乃置仏像及経、以礼拝供養。是月、灰零於信濃国。草木皆枯焉。 

注７１「爵位」： 天智三年制定の冠位を改訂したもので、大宝元年大宝令に基づく新位階制定まで継続した。 

〈現代語訳〉 １月２日、百寮は賀正の礼を行った。２１日、さらに爵位の名を改め階級を増加した。明位は二階、

浄位は四階、各階に大と広があり、合わせて十二階。これは諸王以上の位である。正位、直位、勤位、務位、

追位、進位ともいずれも四階、階ごとに大と広とがあり、合わせて四十八階。これは諸臣の位である。 

この日、草壁皇子尊に浄広壱位を、大津皇子に浄大弐位を、高市皇子に浄広弐位を、川嶋皇子・忍壁皇子

に浄大参位を授けられた。これ以下の諸王・諸臣らにそれぞれ爵位を加増された。 

２月４日、大唐の人・百済の人・高麗の人合わせて１４７人に爵位を賜わった。  

３月１４日、金物儒
こ ん も つ ぬ

は筑紫で饗を賜わり、筑紫から帰途についた。漂着した新羅の７人を物儒につけて帰国

させた。１６日、京職大夫直大参許勢朝臣辛檀努
し た の

が卒した。２７日、詔して「国々で家ごとに仏舍を作り、仏像

と経典を置いて、礼拝供養せよ」と言われた。  この月、信濃国に灰が降って草木がみな枯れた。 

〈夏条の原文〉 夏四月丙子朔己卯【四】、紀伊国司言、牟婁湯泉、没而不出也。丁亥【十二】、祭広瀬竜田神。壬辰

【十七】、新羅人金主山帰之。庚寅【十五】、始請僧尼、安居于宮中。 五月丙午朔庚戌【五】、射於南門。天皇幸于

飛鳥寺、以珍宝奉於仏而礼敬。甲子【十九】子、直大肆粟田朝臣真人、譲位于父。然勅不聴矣。是日、直大参当

麻真人広麻呂卒。以壬申年之功、贈直大壱位。辛未【二六】、高向朝臣麻呂・都努朝臣牛飼等、至自新羅。乃学

問僧観常・雲観従至之。新羅王献物、馬二匹・犬三頭・鸚鵡二隻・鵲二隻及種種物。 六月乙亥朔甲午【二十】、

大倭連・葛城連・凡川内連・山背連・難波連・紀酒人連・倭漢連・河内漢連・秦連・大隅直・書連、并十一氏、賜姓

曰忌寸。 

注７２「安居」： １２年是夏条にみえるから、ここに「始めて」とあるのは、この年の安居の開始を意味するか。 

注７３「以壬申年之功」： 壬申の乱の際の事績は未詳。元年６月２６日条に「当摩公広島、大宝元年七月条に

当麻公国見の名が見える。 

〈現代語訳〉 ４月４日、紀伊国司が「牟婁
む ろ

湯泉（和歌山県）が埋もれて湯が出なくなりました」と報告した。１２日、

広瀬・竜田の神を祭った。１７日、新羅の人・金主山が帰途についた（重複記事）。１５日、この日から僧尼を招

いて宮中で安居（僧が一定期間、室内にこもって修行すること）を行った（前条と日時が前後）。   

５月５日、南門で射礼を行った。天皇は飛鳥寺にお出ましになり、珍宝を仏に捧げて礼拝された。１９日、直

大肆粟田朝臣真人は位を父に譲ることを請うたが、天皇は勅してこれを赦されなかった。この日、直大参当

麻真人広麻呂が卒した。壬申の年の功により、直大壱の位を贈られた。２６日、高向朝臣麻呂・都努朝臣牛
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飼等が新羅から帰った。学問僧観常・雲観がこれに従って帰国した。新羅王からの献物は、馬二匹・犬三

頭・鸚鵡二羽・鵲二羽と種々であった。   ６月２０日、大倭連・葛城連・凡川内連・山背連・難波連・紀酒人

連・倭漢連等、合わせて１１氏に姓を賜わって忌寸
い み き

（八色姓の第四）と言った。 

〈秋条の原文〉 秋七月乙巳朔乙丑【二一】、祭広瀬竜田神。庚午【二六】、勅定明位已下、進位已上之朝服色。浄位

已上、並着朱花〈朱花、此云波泥孺〉。正位深紫、直位浅紫、勤位深緑、務位浅緑、追位深蒲萄、進位浅蒲萄。辛

未【二七】、詔曰、東山道美濃以東、々海道伊勢以東諸国有位人等、並免課役。 八月甲戌朔乙酉【十二】、天皇

幸于浄土寺。丙戌【十三】、幸于川原寺。施稲於衆僧。癸巳【二十】、遣耽羅使人等還之。 九月甲辰朔壬子【九】、

天皇宴于旧宮安殿之庭。是日、皇太子以下、至于忍壁皇子、賜布各有差。甲寅【十一】、遣宮処王・広瀬王・難波

王・竹田王・弥努王於京及畿内、各令校人夫之兵。戊午【十五】、直広肆都努朝臣牛飼為東海使者。直広肆石川

朝臣虫名為東山使者。直広肆佐味朝臣少麻呂為山陽使者。直広肆巨勢朝臣粟持為山陰使者。直広参路真人

迹見為南海使者。直広肆佐伯宿禰広足為筑紫使者。各判官一人、史一人、巡察国司・郡司及百姓之消息。是

日、詔曰、凡諸歌男・歌女・笛吹者、即伝己子孫、令習歌笛。辛酉【十八】、天皇御大安殿、喚王卿等於殿前、以

令博戯。是日、宮処王・難波王・竹田王・三国真人友足・県犬養宿禰大侶・大伴宿禰御行・境部宿禰石積・多朝

臣品治・釆女朝臣竹羅・藤原朝臣大嶋、凡十人、賜御衣袴。壬戌【十九】、皇太子以下及諸王卿、并四十八人、賜

羆皮山羊皮。各有差。癸亥【二十】、遣高麗国使人等還之。丁卯【二四】、為天皇体不予之、三日、誦経於大官大

寺・川原寺・飛鳥寺。因以稲納三寺。各有差。庚午【二七】、化来高麗人等、賜禄各有差。 

注７４「朝服色」： ①朝廷に出仕する際に着用する。②服色は後の持統四年四月に改正。 

注７５「東海～筑紫使者/巡察」： ①派遣の目的は記されているが、派遣した背景がよく分からない。ここに北

陸道が欠けている理由は不詳。②巡察使の初見。 

〈現代語訳〉 ７月２１日、広瀬・竜田の神を祭った。２６日、勅して明位以下進位以上の朝服
みかどころも

の色を定めた。浄

位以上はみな朱花（朱色）・正位は深紫、直位は浅紫、勤位は深緑、務位は浅緑、追位は深蒲萄（深青色）、進

位は浅蒲萄（浅青色）。２７日、詔して「東山道は美濃以東、東海道は伊勢以東の諸国の有位の人等の課役を

免除する」といわれた（これも壬申の乱従事者への優遇か）。 

８月１２日、天皇は浄土寺にお出ましになった。１３日、川原寺にお出ましになり、僧たちに稲をお贈りになった。

２０日、耽羅に遣わされた使人が帰国した。  

９月９日、天皇は旧宮（岡本宮か）の安殿で宴を催された（重陽の宴）。この日、皇太子以下忍壁皇子に至るまで、

それぞれに布を賜わった。１１日、宮処王・広瀬王・難波王・竹田王・弥努王を京及び畿内に遣わし、人々の

用意した武器を校閲した。１５日、直広肆都努朝臣牛飼を東海の使者に、直広肆石川朝臣虫名を東山の使

者に、直広肆佐味朝臣少麻呂を山陽の使者に、直広肆巨勢朝臣粟持を山陰の使者に、直広参路真人迹見

を南海の使者に、直広肆佐伯宿禰広足を筑紫の使者とし、それぞれに判官一人、史一人をつけて、国司・郡

司及び百姓の消息を巡察されられた。この日、詔して「およそ全ての歌男・歌女・笛吹者は自分の技術を子孫

に伝え、習歌や笛に習熟させよ」といわれた。１８日、天皇は大安殿（内裏の正殿）にお出ましになり、王卿等を

前に召して博戯（双六などのかけごと）をされた。この日、宮処王・難波王・竹田王・三国真人友足・県犬養宿禰

大侶・大伴宿禰御行・境部宿禰石積・多朝臣品治・釆女朝臣竹羅・藤原朝臣大嶋、合わせて十人にご自身の

衣と袴を賜わった。１９日、皇太子以下諸王卿合わせて四八人に、羆の皮・山羊（かもしか）の皮を賜わった。２

０日、高麗国に遣わした使人等が帰国した。２４日、天皇が病気になられたので、三日間、大官大寺・川原

寺・飛鳥寺で誦経させ、三寺に稲をお納めになった。２７日、帰化してきた高麗人等に禄物を賜わった。 

〈冬条の原文〉 冬十月癸酉朔丙子【四】、百済僧常輝封三十戸。是僧寿百歳。庚辰【八】、遣百済僧法蔵・優婆塞

益田直金鍾於美濃、令煎白朮。因以賜絁綿布。壬午【十】、遣軽部朝臣足瀬・高田首新家・荒田尾連麻呂於信濃、

令造行宮。蓋擬幸束間温湯歟。甲申【十二】、以浄大肆泊瀬王・直広肆巨勢朝臣馬飼・判官以下、并二十人、任

於畿内之役。己丑【十七】、伊勢王等亦向于東国。因以賜衣袴。是日、説金剛般若経於宮中。 十一月癸卯朔甲

辰【二】、儲用鉄一万斤、送於周芳総令所。是日、筑紫大宰、請儲用物、絁一百匹・糸一百斤・布三百端・庸布四

百常・鉄一万斤・箭竹二千連。送下於筑紫。丙午【四】、詔四方国曰、大角小角、鼓吹幡旗、及弩抛之類、不応存

私家。咸収于郡家。戊申【六】、白錦後苑。丙寅【二四】、法蔵法師・金鍾献白朮煎。是日、為天皇招魂之。己巳【二

七】、新羅遣波珍飡金智祥・大阿飡金健勲請政。仍進調。 十二月壬申朔乙亥【四】、遣筑紫防人等、飄蕩海中、

皆失衣裳。則為防人衣服、以布四百五十八端、給下於筑紫。辛巳【十】、自西発之地震。丁亥【十六】、絁綿布以

施大官大寺僧等。庚寅【十九】、皇后命以、王卿等五十五人、賜朝服各一具。 

注７６「畿内之役」： 都城の地を選ぶ事業か。１２年１１月、１３年２月条に関連する記事がある。 

注７７「周芳総令」： 続日本紀、文武四年十月条に、周防総領が見える。総領は筑紫大宰と同様、地方支配

上重要な国におかれ、近隣数か国の行政を管轄する職。 



3 

 

注７８「詔四方国曰・・・」： ここに挙げられているのは全て部隊装備の兵器。地方豪族の所有していたこれら

兵器の収公を命じたもので、軍団制実施の準備的な措置であろう。 

〈現代語訳〉 １０月４日、百済の僧常輝に食封三十戸を賜わった。この僧は百歳であった。８日、百済僧法蔵・

優婆塞益田直金鍾を美濃に遣わし白朮
お け ら

（胃薬）を求め、煎じ薬をつくらせた。これを労って絁・綿・布を賜わっ

た。１０日、軽部朝臣足瀬・高田首新家・荒田尾連麻呂を信濃に遣わし、行宮を造らせた。恐らく束間温湯

（浅間温泉か）においでになろうとしたのであろうか。１２日、浄大肆泊瀬王・直広肆巨勢朝臣馬飼及び判官以

下合わせて二十人に、畿内の役（都城の地を選ぶ事業か）を任ぜられた。１７日、伊勢王等がまた東国に向かう

ので、賜衣・袴を賜わった（国界画定事業の継続か）。この日、金剛般若経を宮中で説かせられた。 

１１月１日、官用の鉄一万斤を周防総令のもとに送った。この日、筑紫大宰が官用の絁一百匹・糸一百斤・布

三百端・庸布四百常・鉄一万斤・箭竹二千連を申請してきたので、それらを筑紫に発送した。４日、全国に

詔して「大角・小角（いずれも吹奏楽器）、鼓・吹・幡旗や弩・抛の類は個人の家においてはならない。全て

郡家に収めよ」といわれた。６日、白錦後苑（未詳）におでましになった。２４日、法蔵法師・金鍾は白朮を煎

じたものを献上した。この日、天皇のために招魂（鎮魂祭。魂が遊離していかないように、身体中に鎮め長

寿を祈る）をした。２７日、新羅は波珍飡金智祥・大阿飡金健勲を遣わして、国政を奏上し調を奉った。 

１２月４日、筑紫に遣わせた防人等が海上で難破漂流して衣裳をなくした。防人の衣服にあてるため、布４５８

端を筑紫に発送した。１０日、西の方から地震が起こった。１６日、絁・綿・布を大官大寺の僧等にお贈りに

なった。１９日、皇后の命で、王卿等５５人に朝服各一揃いを賜わった。 

 

【トピック】 天武紀（下）の天文・気象現象に関する記事 

以下にみるように天武紀下には５２件もの天文・気象現象の記事が記されている。天体現象では、日食が２回、星に

関する事項が８回観測されている。また、気象現象では風雨・雷と旱魃や凶作に関わるもの、地震・津波に関するもの

がそれぞれ１８件もあることが注目される。 

 天体現象 風雨・雷 地震・津波 旱魃・凶作 生物等 

天武 ２年      

天武 ３年      

天武 ４年  大風（８.２２） 大地震（１１月）   

天武 ５年 彗星（７－９月）   下野国凶作（５.７）、夏大旱魃（６月）  

天武 ６年   大地震（６.１４） 旱魃（５月）  

天武 ７年  新宮西庁柱に落雷（４.１３） 筑紫国で大地震（１２月）  臘子鳥あとり出現（１２.２７） 

天武 ８年  降雹（６.１） 地震（１１.１１/１４） 雨乞い（6－7 月）  

天武 ９年 日食（１１.１） 
雷電甚だし（８.１４）、豪雨（８.５－７）、

大風（８.１４）、西方で雷（１１.１） 
 降灰（８月） 

臘子鳥東南方→西北

（１１.３０） 

天武１０年 
彗星（９.１６）、火星と月が

重なる（9.17）、日食（１０.１） 
 

地震（３.２１/７.１/１

０.１８/１１.２） 
雨乞い（８.１７） 朱雀出現（７.１） 

天武１１年 

大星（金星）東→西（８.

３）、灌頂幡が北へ/東

の山に白気（８.１１）、天

の中央に虹（８.１７） 

信濃・吉備国で降

霜と大風（７.２７） 

地震（１.１９、３.７、 

８.１７）、大地震（８.１２） 
 

数百の大鶴が大宮に

向って飛翔（９.１０） 

天武１２年    旱魃（７－８月）  

天武１３年 
彗星（７.２３）、隕石が

雨状に降る等（１１.２１） 
 

大地震（１０.１４）、土佐国司

が「大津波」を報告（１１.３） 
雨乞い（６.４）  

天武１４年   
牟婁温泉で湯が出ず（４.４）、

西方から地震発生（１２.１０） 

信濃国で降

灰（３月） 
 

朱鳥元年  
南方の空に雷・大雷雨・

落雷火災（７.１０） 
地震（１.１９）   

集 計 １０ ９ １８ ９ ４ 

 


